
訂正のお知らせ 

 

 本書『ケアマネジャー実戦予想問題 ’16』のなかで誤りがございましたので、謹んで訂正

申し上げます。読者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 

 

 

2016年９月 30日更新---------------------------------------------------------- 

【該当ページ】p140 問題 56 選択肢１ 

誤 １ 入所定員 50人の施設では、常勤換算で３人以上の看護職員を配置し、そのうち１

人以上は常勤でなければならない。 

正 １ 入所定員 50人の施設では、常勤換算で２人以上の看護職員を配置し、そのうち１

人以上は常勤でなければならない。 

 

【該当ページ】解答・解説集 p.71 問題 56 選択肢１の解説文 

誤 １ ○ 看護職員は、入所定員 30人未満で１人以上、30～50人未満で２人以上、50～

130人未満で３人以上（いずれも常勤換算）配置するものとされている。 

正 １ ○ 看護職員は、入所定員 30 人以下で１人以上、31～50 人で２人以上、51～130

人以下で３人以上（いずれも常勤換算）配置するものとされている。 

 

2016年８月３日更新---------------------------------------------------------- 

【該当ページ】解答・解説集 p.79左段下から２行目 

 誤 複合型サービス 

  正 看護小規模多機能型居宅介護 

 

【該当ページ】解答・解説集 p.79上から７～９行目 

 誤 また、福祉用具貸与のみの利用者については、減算が行われ、取扱件数は２分の１

と算定される。 

 正 全文削除 

 

2016年６月 27日更新---------------------------------------------------------- 

【該当ページ】p.118 問題 14 問題文４ １行目、および解答・解説集 p.59下から４行目 

 誤 翌日から起算して 60日以内に 

 正 翌日から起算して３か月以内に 

（行政不服審査法の改正にともない、介護保険法第 193 条が改正施行されたものです。） 

 


